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私が発表する今回の内容について

開示すべきCOI(利益相反)はありません。
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 講義名：
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HOTコードマスター と 個別医薬品コード（YJコードリスト）

講師名： 折井 孝男
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Summary of Lecture（講演の要旨）

◆ はじめに

◆ 医薬品HOTコードマスターと

個別医薬品コード（YJコード）リスト

＊（位置づけ、役割）

◆ 医薬品コード標準マスター

◆ おわりに

 
HOTコードマスター 個別医薬品コード（YJコード）リスト
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■ 日本に於いては医療（臨床）、流通の現場において、各々の用途に応じ様々な医薬品コード

 が利用されている.

■ 処方、調剤、保険請求、安全性報告、さらに治験、臨床研究などに於いて、医療情報システ

 ムの中で様々なコードを使用しているのが実情である.

■ 各施設で導入するシステム毎にコードの種類、管理体制等は様々であり、各医療機関独自

 の医薬品コードを利用していることが多くみられる.

■ 薬事の面においては、製薬企業に於いて、販売承認、添付文書の登録時、副作用報告、

 また、流通など、様々な規制に基づき、医薬品コードが利用されている.
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■ 日本では多くの医療機関で情報システムを介し、複数のコードを電子的に管理し、導入する

 システム毎に複数のコード（ここでは医薬品）の種類や管理の仕方が異なっている.

特に、施設独自のコード（ローカルコード）を利用していることがほとんどである.

■HELICSで承認されている医薬品コード

■医薬品HOTコードマスター

［（一財）医療情報システム開発センター］

HELICS協議会で最初に承認（HS001)されたのが医薬品HOTコードマスター、

 厚生労働省標準規格として承認（YJSA001)

■個別医薬品コード（YJコード）リスト

［医薬品情報標準化推進協議会（CAPS)、くすりの適正使用協議会］

HELICS協議会での承認(HS0042)を受け、2025年1月29日付厚生労働省標準規格として

 承認
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■【医薬品HOTコードマスター】

■複数の医薬品コードの対応付けを可能とする管理

 番号として「HOT基準番号」が策定され「医薬品

 HOTコード マスター」がHELICS指針となり、厚生

 労働省標準規格として承認 (2003年）.

■「新しい医薬品コードを開発することは混乱を生じ

 させることにもなるため、既存コード群の対応テ－

 ブルを用意し、医療機関等で使用頻度の高い

 4 種類の医薬品コード、即ち、

・薬価基準収載医薬品コード（厚生労働省コード）、

・個別医薬品コード（YJ コード）、・レセプト電算処

  理システム用コード（支払基金コード）、・流通取

引コード（JAN コード）を 13 桁の管理番号（通

称 HOT コード）で横断的に対応づけた、医薬品 

 HOT コードマスターを開発」［１］

・「HOT基準番号」は「HOTコード」とも呼ばれている.

参考文献[1] HELICS協議会HELICS指針一覧「医薬品HOTコードマ

スター」医療情報標準化レポートより

■【個別医薬品コード（YJコード）リスト】

（薬価基準収載医薬品コードと同じコード体系）

■薬価基準収載医薬品コード：厚生労働省 医政局

 産業振興・医療情報企画課（旧医政局経済課）が管理

■薬価基準コード：薬価に着目したコードであり、

 個々の銘柄の識別を意図したコードではない

 ■「薬価基準の告示名称１つに対して１つ」設定

薬価基準：

我が国の保険診療に使用できる医療用医薬品は、その

品目と薬価が薬価基準として官報に告示され、「薬価基準

収載医薬品」とよばれている. この「薬価基準収載医薬品」

に付されているコードが「薬価基準収載医薬品コード」
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■【医薬品HOTコードマスター】

■コードの構成

・13桁の管理番号
処方用 7桁（チェックデジット１桁を含む）
会社用  2桁
調剤用 2桁
物流用 2桁

■各番号はシーケンシャルに付与

■ 13桁コードはJAN コード(GS1コードに移行中)と

  1 対 1 に対応し、13桁のHOT基準番号は一意性

が永久的に保証される

■ HOT基準番号は、医療機関等で目的別に利用さ

 れる複数の医薬品コードを横断的に対応づけたも

 の

■利用目的に応じて、7桁(HOT7)、9桁(HOT9)、11桁

 (HOT11)、13桁(HOT13)と使い分けることができる

■ HOT基準番号を、様々な医薬品コードのうちの一

 つと捉えることは正しくなく、HOT基準番号に類す

 る機能を有するコードは他にはありません。

■【個別医薬品コード（YJコード）リスト】
・
■コードの構成

薬価基準収載医薬品コードと同じコード体系
・12桁のコード

薬効分類 4桁
投与経路・及び成分 3桁
剤形 1桁
同一分類内別規格単位記号 １桁
同一分類規格単位内の銘柄番号 2 桁
チェックデジット １桁

■ 「個別医薬品コード」（以下、「YJコード」とする）は、

 薬価基準収載医薬品コードと同じコード体系をも

 ち、上記６つの要素から構成される12桁のコード

■YJコードの「YJ」は薬価情報（Yakka Joho)の頭文

字とされている.

薬価基準収載医薬品

■薬価基準収載医薬品コードは銘柄別収載方式と

統一名収載医薬品がある
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■【銘柄別収載品と統一名収載品の関係】

■電子処方箋で使用される医療用医薬品は薬価基準収載医薬品
■薬価基準：保険診療に使用される医薬品の品目、価格を厚生労働省が定めたもの

 この薬価基準に収載される方式：「銘柄別収載方式」「統一名収載方式」

■銘柄別収載方式：
■医薬品の銘柄毎（個々の医薬品（商品名））に収載
 同一一般名（組成・規格）を有する医薬品：個々の医薬品（商品名）ごとに異なる薬価が定められる
 製造・販売中止医薬品：経過措置期間後に薬価基準収載から削除

 銘柄別収載方式での収載医薬品は統一名収載方式で収載される医薬品以外の医薬品

■統一名収載方式：
■成分、剤形、規格および薬価によって統一名で収載
  個々の商品名では官報に告示されない「統一名収載品目の一般名称」として官報に告示されます。
  官報で具体的な商品名を確認できない
  統一名収載方式で収載される医薬品は、日本薬局方収載医薬品（局方品）、生物学的製剤基準収
  載医薬品の一部（ワクチン・血液製剤など）、生薬の一部、および一般名収載品目などが該当

■「統一名収載品目」の場合は一般名称が同じ医薬品は、要素 5. の部分は銘柄が区別されません。

これに対し、統一名収載医薬品の場合も、薬価基準収載医薬品コードでは区別されない複数の銘柄を

識別できるようにしたのが、YJコードである。したがって、コード要素 1.～4. は薬価基準コードとYJコード

は同じであり、統一名収載の場合は要素 5. が両者で異なります。

薬効分類 4桁
投与経路・及び成分 3桁
剤形 1桁
同一分類内別規格単位記号  １桁
同一分類規格単位内の銘柄番号 2桁
チェックデジット １桁
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■統一名収載方式：
成分、剤形、規格が同じ場合、複数の規格を持つ医薬品をまとめて、一般名で薬価を収載する方式
クロピドグレル硫酸塩錠75mg

■銘柄別収載方式：
個々の医薬品名毎に薬価を収載する方式
先発品：プラビックス錠75mg 後発品：クロピドグレル錠75mg「☓☓☓（屋号）」



■【医薬品HOTコードマスター】

■構成： 13桁の管理番号

処方用 7桁（チェックデジット１桁を含む

会社用 2桁

調剤用  2桁

物流用   2桁

■クロピドグレル硫酸塩錠75mg

HOTコードなし

■プラビックス錠75ｍｇ（先発品）

 １ １ ７ １ ８ １ ５ ０ １  

【個別医薬品コード（YJコード）リスト】

■構成：

薬価基準収載医薬品コードと同じコード体系

12桁のコード

薬効分類   4桁

投与経路・及び成分   3桁

剤形   1桁

同一分類内別規格単位記号   １桁

同一分類規格単位内の銘柄番号 ２桁

チェックデジット   １桁

 ■クロピドグレル硫酸塩錠75mg

 ３ ３ ９ ９ ０ ０ ８ F ２ ２ ２ ６

 ■プラビックス錠75ｍｇ（先発品）

 ３ ３ ９ ９ ０ ０ ８ F ２ ０ ２ １

HOT13
HOT11

HOT9
HOT7

主に虚血性脳血管障害の再発抑制、急性冠症候群、安定狭心症、陳旧性心筋梗塞、末梢動脈疾患における血栓・塞栓形成抑制に用いられる抗血小板薬 13



■【医薬品HOTコードマスター】

■構成： 13桁の管理番号

処方用 7桁（チェックデジット１桁を含む

会社用 2桁

調剤用  2桁

物流用   2桁

（後発品:商品名が異なっている場合でも一般名は同じ）

・クロピドグレル錠75ｍｇ「トーワ」

・クロピドグレル錠75ｍｇ「日医工」

・クロピドグレル錠75ｍｇ「サワイ」

・PTP 100錠（10錠×10シート） 1243079010101

・PTP 140錠（14錠×10シート） 1243079010201

・PTP 500錠（10錠×50シート） 1243079010102

・バラ 100錠       1243079010301

・バラ 500錠                         1243079010401

【個別医薬品コード（YJコード）リスト】

■構成：

薬価基準収載医薬品コードと同じコード体系

12桁のコード

薬効分類    4桁

投与経路・及び成分    3桁

剤形  1桁

同一分類内別規格単位記号   １桁

同一分類規格単位内の銘柄番号 ２桁

チェックデジット  １桁

・
 ・クロピドグレル錠75ｍｇ「サワイ」

 3399008F2200

主に虚血性脳血管障害の再発抑制、急性冠症候群、安定狭心症、陳旧性心筋梗塞、末梢動脈疾患における血栓・塞栓形成抑制に用いられる抗血小板薬

一般名：
クロピドグレル硫酸塩
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■【医薬品HOTコードマスター】

■ 13桁の管理番号

■用途

■HOTコードは、そのコード設計の基本方針にある

 とおり、様々な活用が可能です.

■医療施設内での複数医薬品コードの対応マス 

ターとしての活用のみならず、

例えば：複数の連携施設に渡る薬剤共通マスター

の管理に、多施設共同の臨床データベースにおけ

る薬剤の情報管理に活用されている他、

■今後は、例えば電子カルテ情報共有サービス側

  で、YJコードやレセプトコードをHOTコードに変換

しておくことにより、病院、診療所、薬局でHOT

コードマスターの情報を容易に活用できるように

なることも考えられます.

（HELICS協議会ホームページより）

【個別医薬品コード（YJコード）リスト】

■ 12桁のコード

（薬価基準収載医薬品コードと同じコード体系）
■用途
■YJコードは、厚生労働省が定める薬価基準コード

をベースとすることから、医療施設にはデファクト

として導入されている.

■施設内の薬品マスターに登録して、施設における

処方、採用した医薬品の情報の管理に利用さてい

る.

■近年は、医療データの二次利用、電子処方箋など

での利用があります.また、医薬品添付文書での

収載、医薬品の情報に関するデータベースでの

活用などが知られています.

（HELICS協議会ホームページより）
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■【医薬品HOTコードマスター】

・MEDIS-DCの説明より

2025年2月28時点

HOT9中の

個別医薬品コード（YJコード）リスト

全件数 37,400 19,260

重複を除いた件数 26,632 19,260

上記両者共通のYJ 17,370 17,370

他方にないコード 9,262＊  1,890

＊HOT9：9,262品目：現在の薬価基準リストに無い薬
価基準医薬品コードが6,503品目あり、過去の分の
データを含んでいると考えられた

HOTコードに無いYJコードは、ほとんどが統一名収
載品目であると考えられる。HOTマスター以外の一
般名処方マスターを使用する必要がある

MEDIS-DC「標準マスターの概要と使い方 第23版より」

（２）HOTコードには、開発当初｛HOT9}と「個別医薬品コー
ド」とが原則として1対１になるように作成されました。しか
しながら、HOTコードは販売製薬企業を基本とし（内部的
には製造会社も把握しています）。個別医薬品コードは製
造会社を基本としているという違いがありますので、併売
品においては当初から１対１の関係ではありません。
また、個別医薬品コードは局方品等については、必ずしも
すべての製造会社を把握しているわけではありません。
従って、HOT９が把握している製造会社の方が多いことか
ら、この面でも１対１の関係は保たれていません（全体的
にみればかなりの部分では１対１の関係になっていま
す。）

16



17

■名称変更でYJコードが変更：HOT9は同一（変わらない）である例
⇒ YJコードとHOT9は同一ではない例



18

■販売会社が異なるため、YJコードが同一であってもHOT9が異なる例
（名称変更が伴う例）
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【医薬品HOTコードマスター】

■ 構成： 13桁の管理番号

• 複数の医薬品コードがある場合、それらのコード
の関係は複雑である

• コードの変更・削除など、履歴管理等のために
は国としての医薬品コードマスターの存在が必
要であると考えられる

• 国としての医薬品コードマスターは、web検索が
可能なシステムとして提供されることが望まれる

• HOTコードマスターは、この考え方の基本となる

【個別医薬品コード（YJコード）リスト】

■ 構成： 12桁のコード

• 薬価収載された1つの医薬品（1品目）に付与され
たユニークなコードであり、薬価基準収載医薬品
コードと９桁まで一致しているという特徴がある。

• 医薬品情報のような販売会社や流通には関係し
ない情報の管理にはYJコードが適している。

HOTコードマスター 個別医薬品コード（YJコード）リスト

医薬品HOTコードマスターと個別医薬品コード（YJコード）リスト

■日本では、医療施設、薬局が電子的に医薬品コードの付された処方や調剤に係る情報をやり取りし、患者さんが
 マイナポータルから得た情報をPHRに記録して、スマホを医療施設に持参する時代が始まっている。

■一つの医療施設内だけであれば。医療従事者は採用薬を把握しているが、患者さんが持参する処方薬剤に関する情報は、
 名称等に表記の揺れがある場合など、コードに頼る場面が生じる
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医療データ等の利活用（医薬品コードマスターの必要性）

■国民に対する医療情報の国としての利用を通じた質の高い医療の提供（一次利用）や医学研究、
 医療政策等（二次利用）を推進するためには、ナショナルドラッグ（コード）マスターが必要である

■質の高い医療の提供のためには、医療データの質１）が大切である
 データの質については、標準化、構造化、信頼性等が必要と考えられる

■医療機関等で発生する医療データの利活用のためには、医薬品コードの利活用が課題といえる

１）ISO 8000-2 Data quality - Part 2: Vocabulary
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■2025年6月「規制改革実施計画」が閣議決定

■公的データベース等における医療等データの利活用法制等の整備
 ■一定の仮名化した医療・ケアや医学研究、創薬・医療機器開発などに資する医療等データを医学研究
  その他当該医療等データによって識別される特定の個人のみを対照としない目的で利用することをい

う （特定二次利用）
  ■公的データベース ■認定データベース

■医療データの包括的かつ横断的な利活用法制等の整備
■我が国において、医療・ケアや医学研究、創薬・医療機器開発などに医療等データ（電子カルテ、介護
 記録等に含まれるデータ、死亡までのデータであって診療や介護等に一般的に有用と考えられる
 データをいう.）を円滑に利活用することを通じて、国民の健康増進、より質の高い医療・ケア、医療の
 技術革新（医学研究、医薬品開発等）、医療資源の最適配分、社会保障制度の持続的確保（医療費の
 適正化等）、次の感染症危機への対応力の強化などにつなげていくことが極めて重要である.

■EUにおけるEuropean Health Data Space規制(EHDS)が令和7年3月に発効

■データ利活用を可能にするための法制化について

■本制度化がすすむことにより、我が国における医療データの利活用が今まで以上に前進する
 ことが考えられる

■厚労省標準規格となった医薬品コードを今後いかに利活用させるかが大きな課題といえる

医療データ等の利活用（医薬品コードマスターの必要性）
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